
消費税率改定に伴う楽譜等の料金変更について 

  

ご承知のように、令和元年 10月 1日から消費税率が 10％に改正されます。 

今回の増税分２％の価格転嫁に関して「消費税転嫁対策特別措置法」により、楽

会として消費税増加分に合わせて、下記の通り楽譜等の定価を改定することに

なりました。各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

値上げ幅は現本体価格に応じて、楽譜は 10～30円、楽理書等は 10～40円とな

ります。端数の切り上げ、切り下げをしておりますので、本体価格が数円単位で

値上げ又は値下げとなりますが、全体としては概ねバランスが取れるようにな

っております。 

また、商品の価格改定に伴い、オンラインショップ及び、楽譜等の発注システム

の調整を実施いたします。そのため誠に勝手ながら下記の通り日程で注文受け

付けをさせていただきます。 

 

 

 


